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「
障
害
者
地
域
生
活
支
援
シ
ス
テ
ム
確
立 

全
国
緊
急
集
会
」に
県
南
有
志
代
表
参
加 

 
 

＝
介
護
保
険
制
度
の
利
用
で
の
実
現
を
求
め
る
＝ 

 

牛
久
：
今
泉
会
長
他
・
竜
ヶ
崎
：
樋
口
氏
・
つ
く
ば
：
新
田
会
長 

 

と 

き
：
二
〇
〇
五
年
一
月
一
二
日
（
水
）
午
後
一
時
〜
三
時 

と
こ
ろ
：
日
比
谷
公
会
堂
（
東
京
都
千
代
田
区
・
日
比
谷
公
園
内
） 

一
．
県
内
の
懇
談
会 

 県
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課

と
の
懇
談
会
に
参
加
し
て 

平
成
16
年
８
月
６
日(

金)

と
、
11

月
１
日(

月)

の
二
回
に
わ
た
り
、

水
戸
で
茨
城
県
身
体
障
害
者
福
祉

団
体
連
合
会
を
中
心
に
県
身
体
障

害
者
福
祉
協
議
会
、
県
手
を
つ
な

ぐ
育
成
会
、
県
精
神
障
害
者
家
族

会
連
合
会
始
め
日
本
筋
ジ
ス
ト
ロ

フ
ィ
ー
協
会
県
支
部
や
各
種
七
団

体
合
計
十
団
体
が
参
加
し
て
打
合

せ
が
あ
っ
た
。 

１
回
目
は
各
団
体
か
ら
支
援
費
制

度
と
介
護
保
険
制
度
と
の
統
合
に

つ
い
て
の
聞
き
取
り
の
形
で
意
見

を
出
し
た
。
肢
体
不
自
由
者
団
体

か
ら
は
支
援
費
制
度
が
で
き
た
ば

か
り
で
介
護
保
険
制
度
と
の
統
合

は
時
期
尚
早
で
あ
り
、
支
援
費
制

度
と
介
護
保
険
制
度
の
内
容
は
別

な
も
の
で
、
も
っ
と
支
援
費
制
度

に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
で
は
な
い

か
と
の
意
見
が
出
た
。
こ
れ
に
対

し
知
的
障
害
者
団
体
や
精
神
障
害

者
団
体
か
ら
は
あ
る
程
度
は
理
解

で
き
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

又
、
県
内
の
筋
ジ
ス
患
者
は
専
門

病
院
が
な
く
、
24
時
間
介
護
を
し

て
く
れ
る
事
業
者
は
無
い
に
等
し

い
状
況
で
あ
り
、
財
政
の
こ
と
は

理
解
出
来
て
も
支
援
費
制
度
の
趣

旨
を
生
か
し
障
害
者
の
立
場
を
考

慮
し
た
使
い
や
す
い
制
度
に
し
て

も
ら
い
た
い
と
切
実
な
意
見
も
あ

り
ま
し
た
。 

２
回
目
は
県
よ
り
送
ら
れ
た
資
料

(

厚
生
労
働
省
か
ら
都
道
府
県
へ

福
祉
施
策
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の

案
が
出
さ
れ
た
も
の)

に
つ
い
て

説
明
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
各
団
体

よ
り
意
見
の
聴
取
が
な
さ
れ
た
。 

新
聞
報
道
に
お
い
て
支
援
費
制
度

と
介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
、
税

金
で
ま
か
な
う
の
か
、
保
険
税
と

し
て
若
年
か
ら
も
徴
収
す
る
の
か

等
々
、
問
題
が
多
く
今
国
会
に
上

程
す
る
の
か
ど
う
か
厚
生
労
働
省

も
難
し
そ
う
で
す
。 

重
度
と
な
る
筋
ジ
ス
患
者
は
在

宅
者
が
大
部
分
で
就
労
し
て
い
る

方
は
ほ
ん
の
一
部
で
、
障
害
者
基

礎
年
金
や
特
別
障
害
者
手
当
て
な

ど
で
生
活
を
し
て
い
る
方
が
殆
ど

で
す
の
で
負
担
は
最
小
限
の
も
の

に
し
て
ほ
し
い
で
し
よ
う
。
又
、

家
族
の
介
護
や
ボ
ラ
ン
テ
ア
の
協

力
や
制
度
の
な
か
で
の
ヘ
ル
パ
ー

の
派
遣
な
ど
に
よ
り
地
域
で
生
活

で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、

支
援
費
制
度
は
利
用
し
や
す
い
も

の
で
な
け
れ
ば
そ
の
意
味
が
あ
り

ま
せ
ん
。 

支
援
費
制
度
は
三
位
一
体
改
革

の
厳
し
い
現
実
に
対
応
出
来
る
か
。 

 

二
．
全
国
緊
急
集
会 

 
今
国
会
で
「
障
害
者
自
立
支
援

給
付
法
」
と
「
介
護
保
険
法
改
正

法
」
と
い
う
２
つ
の
重
要
な
法
律

が
提
出
さ
れ
ま
す
。 

こ
の
機
会
を
捉
え
て
小
泉
総
理

大
臣
、
尾
辻
厚
生
労
働
大
臣
、
衆

参
国
会
議
員
代
表
の
先
生
方
並
び

に
厚
労
省
の
方
々
を
迎
え
て
訴
え

よ
う
と
緊
急
全
国
集
会
が
持
た
れ

ア
ピ
ー
ル
文
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。 

 

①
就
労
と
年
金
に
よ
る
所
得
保
障

の
充
実
を
！！ 

②
利
用
者
負
担
は
、
個
人
単
位(

扶

養
義
務
や
所
帯
で
な
く)

！！ 

③
地
域
の
中
で
の
居
住
の
場
が
得

ら
れ
る
よ
う
に
！！ 

④
外
出
や
移
動
の
手
段
が 

保
障
さ
れ
る
よ
う
に
！！ 

⑤
介
護
保
険
制
度
の
活
用
を 

障
害
者
も
で
き
る
よ
う
に
！！ 

⑥
郵
便
料
金
の
減
免
制
度
の 

存
続
を
！！ 

 
 
 
 

◇
◆
◇
◆
◇ 

「
障
害
者
支
援
と
介
護
保
険
制

度
」
に
関
す
る
３
団
体
共
同
声
明 

 

平
成
16
年
11
月
30
日 

日
本
身
体
障
害
者
団
体
連
合
会 

会 

長 

児
玉 

 

明 

全
日
本
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会 

 

理
事
長 

藤
原 

 

治 

全
国
精
神
障
害
者
家
族
会
連
合
会 

 
 

理
事
長 

小
松 

正
泰 

障
害
に
関
わ
る
当
事
者
（
障
害
者

本
人
・
障
害
者
の
家
族
）
の
団
体
と

し
て
私
た
ち
は
、
「
障
害
者
支
援
と

介
護
保
険
制
度
」
関
し
て
、
次
の
と

お
り
要
請
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

記 

１
．「
障
害
者
の
介
護
」
も
「
介
護

保
険
制
度
」
で
支
え
て
下
さ
い
。 

 

「
高
齢
者
の
介
護
は
介
護
保
険
、

若
年
者
の
介
護
は
障
害
福
祉
」
と

い
う
の
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
サ
ー

ビ
ス
に
格
差
を
つ
け
る
こ
と
で
あ

り
、
明
ら
か
に
制
度
の
バ
リ
ア
ー

で
あ
り
ま
す
。 

 

障
害
者
を
「
特
別
な
存
在
」「
特

殊
な
存
在
」
に
し
な
い
た
め
に
も
、 

一
般
国
民
が
利
用
す
る
普
遍
的
な

制
度
の
適
用
を
強
く
望
み
ま
す
。 

２
．「
介
護
保
険
」
と
「
障
害
福
祉
」

の
組
み
合
わ
せ
で
障
害
者
を
支
援

し
て
下
さ
い
。 

 

社
会
参
加
な
ど
の
障
害
者
の
特

別
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
は
「
障
害

福
祉
」
が
担
い
、「
介
護
保
険
と
障

害
福
祉
の
組
合
せ
」
に
よ
る
支
援

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

身
体
、
知
的
、
精
神
の
３
障
害

間
の
不
均
衡
を
な
く
す
と
と
も
に
、

３
障
害
に
該
当
し
な
い
人
で
も
支

援
の
必
要
な
人
に
は
、
支
援
で
き

る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。 

３
．
実
施
に
は
数
年
後
か
ら
と
し

て
も
、
時
期
を
明
確
に
し
て
先
送

り
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

介
護
保
険
制
度
の
年
齢
引
き
下

げ
を
実
際
に
行
お
う
と
し
て
も
急

に
は
無
理
で
、
十
分
な
準
備
期
間

を
必
要
と
す
る
こ
と
は
理
解
で
き

ま
す
。
し
か
し
、
あ
い
ま
い
な
形

で
の
先
送
り
に
は
賛
成
で
き
ま
せ

ん
。
今
般
の
介
護
保
険
制
度
改
革

で
位
置
付
け
を
し
、
実
施
期
間
が

明
確
に
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
上 

（
注
）「
一
．
県
内
の
懇
談
会
」
は

日
本
筋
ジ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
協
会
県

支
部
事
務
局
長
小
高
清
氏
の
原
文

を
元
に
編
集
し
た
も
の
で
す
。 


